
	 

『私法判例リマークス』第 46 号	 お詫びと訂正	 

	 

下記の誤植がありました。お詫びして訂正いたします。	 

	 

●「民法１」	 

	 

	 ６ページ下段最終行	 

	 

	 	 （誤）	 「当該契約を締結しなかったことにより」	 

	 	 （正）	 「当該契約を締結したことにより」	 

	 

	 


